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一
四
世
紀
に
お
け
る
武
家
祈
薦
と
寺
門
派
門
跡

近
　
藤
　
祐
　
介

は
じ
め
に

　
室
町
幕
府
が
顕
密
諸
宗
を
動
員
し
て
開
催
し
た
武
家
祈
禧
に
関
し
て
は
富
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

正
弘
氏
に
よ
る
研
究
以
来
、
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し

た
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
一
連
の
研
究
に
よ
り
、
室
町
幕
府
、
と
り
わ
け
義
満
期

の
武
家
祈
薦
の
開
催
状
況
や
祈
藤
内
容
な
ど
に
つ
い
て
の
実
態
が
具
体
的
に
明

ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
こ
う
し
た
研
究
は
「
公
家
祈
禧
権
の
吸

収
」
と
い
う
公
武
関
係
論
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
祈
禧
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
研
究
動
向
に
対
し
て
、
近
年
は
武
家
と
顕
密
寺
院
の
相
互
関
係
か

ら
自
律
的
な
武
家
祈
薦
体
制
の
構
築
を
論
じ
る
研
究
が
出
さ
れ
て
き
て
お
り
、

室
町
幕
府
の
武
家
祈
薦
を
め
ぐ
る
研
究
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
。

　
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
大
田
壮
一
郎
氏
は
、
室
町
幕
府
の
宗
教
政
策
と
い

う
観
点
に
立
ち
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
後
半
ま
で
の
武
家
祈
薦
体
制
の
展
開

を
論
じ
た
。
そ
こ
で
大
田
氏
は
初
期
の
室
町
幕
府
の
武
家
祈
幡
が
鎌
倉
幕
府
の

祈
幡
に
功
績
の
あ
っ
た
旧
幕
府
僧
を
護
持
僧
に
登
用
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
、

義
満
の
時
に
武
家
祈
薦
体
制
の
改
変
が
行
わ
れ
武
家
護
持
僧
を
中
心
と
し
た
祈

禧
体
制
か
ら
諸
門
跡
を
編
成
し
て
の
諸
門
跡
祈
藤
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
、
義
持

期
以
降
は
護
持
僧
祈
幡
と
諸
門
跡
祈
薦
と
い
う
二
重
構
造
が
武
家
祈
薦
体
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

基
礎
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

　
ま
た
石
田
浩
子
氏
は
、
初
期
の
室
町
幕
府
に
よ
る
武
家
祈
幡
体
制
が
鎌
倉
期

以
来
の
先
例
や
由
緒
を
主
張
す
る
僧
侶
側
の
主
体
的
な
動
向
の
上
に
形
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
武
家
祈
薦
体
制
形
成
の
主
体
を
め
ぐ
っ
て
は
、
幕
府
に
よ
る
政
策
を
重
視
す

る
大
田
説
と
僧
侶
側
の
動
向
を
重
視
す
る
石
田
説
と
で
は
見
解
を
異
に
し
て
い

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
初
期
の
室
町
幕
府
の
武
家
祈
薦
体
制
が
鎌
倉
幕
府
の

武
家
祈
幡
と
連
続
面
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
研
究
に
よ
り
、
室
町
期
の
武
家
祈
薦
の
展
開
を
見
る
た
め
に
は
、

鎌
倉
幕
府
末
期
の
武
家
祈
禧
の
あ
り
方
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、

武
家
護
持
僧
や
諸
門
跡
祈
幡
に
編
成
さ
れ
た
顕
密
の
門
跡
寺
院
の
動
向
が
重
要
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な
論
点
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
寺

門
派
の
門
跡
寺
院
に
注
目
し
、
一
四
世
紀
に
お
け
る
寺
門
派
門
跡
と
武
家
祈
禧

と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
室
町
期
に
お
け
る
寺
門
派
門
跡
の
展

開
を
跡
付
け
て
い
き
た
い
。

　
こ
れ
ま
で
の
武
家
祈
禧
研
究
の
中
で
寺
門
派
門
跡
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な

事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
初
期
室
町
幕
府
の
武
家
祈
薦
で

は
実
相
院
の
増
基
・
増
仁
と
い
う
人
物
が
登
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
や
が
て
一

四
世
紀
後
半
か
ら
常
住
院
の
良
玲
が
重
用
さ
れ
、
武
家
祈
幡
体
制
の
中
核
を
担

う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
良
楡
の
跡
を
継
い
だ
聖
護
院
の
道
意
が
北
山
殿
大
法

で
活
躍
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
四
世
紀
半
ば
か
ら
一
五
世

紀
に
か
け
て
の
武
家
祈
禧
に
編
成
さ
れ
た
寺
門
派
門
跡
の
顔
ぶ
れ
に
は
、
実
相

院
増
基
・
増
仁
↓
常
住
院
良
楡
↓
聖
護
院
道
意
、
と
い
う
変
化
が
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
変
化
は
五
壇
法
を
始
め
と
し
た
武
家
祈
禧
の

人
員
の
変
遷
と
い
う
現
象
面
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
な
ぜ
こ
う
し

た
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
掘
り
下
げ
た
研
究
が
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
山
門
派
や
東
密
系
に
比
べ

る
と
寺
門
派
門
跡
に
関
す
る
研
究
が
乏
し
い
と
い
う
研
究
史
上
の
制
約
に
よ
る

部
分
も
大
き
い
。

　
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
本
稿
で
は
、
一
四
世
紀
を
中
心
に
武
家
祈
薦
と
関

係
の
深
い
実
相
院
増
基
・
増
仁
、
常
住
院
良
喩
、
聖
護
院
道
意
を
取
り
上
げ
、

そ
の
相
承
関
係
や
活
動
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
上
記
の
課
題
に
迫
り
た

い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
、
第
一
章
で
鎌
倉
期
ま
で
の
実
相
院
・
常
住

院
’
聖
護
院
の
系
譜
を
概
略
し
、
そ
の
う
え
で
増
基
・
増
仁
の
実
相
院
相
承
関

係
を
明
ら
か
に
し
、
初
期
室
町
幕
府
武
家
祈
禧
と
の
関
わ
り
を
検
討
す
る
。
第

二
章
で
は
実
相
院
増
仁
に
代
わ
っ
て
武
家
祈
幡
に
起
用
さ
れ
た
常
住
院
良
玲
に

つ
い
て
考
察
し
、
併
せ
て
そ
の
後
の
道
意
に
よ
る
聖
護
院
再
興
と
武
家
祈
禧
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

一
章
初
期
室
町
幕
府
武
家
祈
薦
と
実
相
院

1
　
鎌
倉
期
の
実
相
院
・
聖
護
院
・
常
住
院

　
こ
こ
で
は
ま
ず
前
提
と
な
る
鎌
倉
期
に
お
け
る
実
相
院
・
聖
護
院
・
常
住
院

そ
れ
ぞ
れ
の
系
譜
や
事
績
、
実
相
院
と
聖
護
院
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
見
て

い
き
た
い
。

　
本
稿
に
関
係
す
る
範
囲
で
中
世
の
実
相
院
の
歴
代
門
跡
を
ま
と
め
た
も
の
が

次
の
表
1
で
あ
る
。

　
実
相
院
は
藤
原
（
近
衛
）
基
通
の
孫
、
藤
原
兼
基
の
息
で
あ
る
静
基
を
開
基

と
し
て
草
創
さ
れ
た
寺
門
派
の
門
跡
寺
院
で
あ
る
。
静
基
は
聖
護
院
静
忠
に
入

室
し
、
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
に
覚
朝
僧
正
か
ら
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
聖

護
院
静
忠
は
近
衛
基
通
の
息
で
あ
り
、
静
基
に
と
っ
て
は
叔
父
に
あ
た
る
。
こ

の
聖
護
院
静
忠
が
相
伝
し
た
近
衛
家
所
領
を
静
基
が
譲
り
受
け
実
相
院
を
創
建

し
た
と
い
う
。
そ
し
て
静
基
の
後
、
実
相
院
は
増
忠
、
静
誉
を
経
て
、
増
基
へ

と
相
承
さ
れ
た
。

　
静
基
の
次
に
実
相
院
を
継
承
し
た
増
忠
の
父
は
藤
原
（
近
衛
）
家
実
で
あ
る
。

増
忠
は
静
基
同
様
、
聖
護
院
静
忠
に
入
室
し
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
に
伝
法

灌
頂
を
受
け
た
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
に
は
園
城
寺
長
吏
と
な
っ
て
い
る
。

　
静
誉
は
鷹
司
兼
平
の
息
で
実
相
院
増
忠
に
入
室
し
、
文
永
七
年
（
一
二
七

〇
）
に
仙
朝
僧
正
か
ら
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
仙
朝
は
実
相
院
静
基
の
師
で
あ
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表1　実相院門跡歴代

名前 生没年（年齢） 入室 灌頂 灌頂年（年齢） 父 門跡 備考

建保2年（1214）～ 聖護院静忠 青龍院覚朝 寛喜元年 藤原兼基
静基 正元元年（1259）、 （1229）、16歳

46歳

文暦元年（1234）～ 聖護院静忠 聖護院静忠 建長2年 近衛家実
増忠 永仁6年（1298）、 （1250）、17歳

65歳

建長元年（1249）～ 実相院増忠 随心院仙朝 文永7年 鷹司兼平
静誉 永仁4年（1296）、 （1270）、22歳

48歳

公安5年（1282）～ 実相院増忠 聖護院覚助 正安元年 鷹司基忠 南瀧院 武家護持僧
増基 文和元年（1352）、 （1299）、18歳

71歳

静深 実相院増基 康永元年（1342）

Q4歳？34歳？
近衛経平

乾元元年（1302）～ 実相院増基 実相院増基 正中元年 鷹司冬経 南瀧院、如意 武家護持僧
増仁 応安元年（1368）、 （1324）、23歳 寺

67歳

元徳3年（1331）～ 実相院増仁 貞和5年 二条兼基 常住院、南瀧 二条良基猶子？、
良玲 応永4年（1397）、 （1349）、19歳 院、如意寺 初名静助、武家

67歳 護持僧

貞治元年（1362）～ 常住院良鍮 康暦2年 今小路良冬 南瀧院 二条良基猶子、
増珍 応永20年、 （1380）、19歳 初名道淳

52歳

る
覚
朝
の
弟
子
で
、
聖
護
院
覚
助
に
も
伝
法
灌
頂
を
授
け
た
人
物
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
鎌
倉
期
の
実
相
院
の
近
衛
家
流
に
よ
る
継
承
関
係
を
ま
と
め
た
も

の
が
近
衛
家
・
鷹
司
家
系
図
（
図
1
）
お
よ
び
血
脈
系
図
（
図
2
）
で
あ
る
。

近
衛
家
．
鷹
司
家
系
図
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
実
相
院
は
近
衛
家
と
鷹
司

家
の
子
息
が
入
室
・
相
承
す
る
寺
院
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

血
脈
系
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
相
院
と
聖
護
院
が
法
流
上
き
わ
め
て
密

接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
実
相
院
門
跡
が
聖
護
院
門
跡
の
下
に
入

室
し
た
り
、
伝
法
灌
頂
を
授
か
る
な
ど
師
資
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
静
誉
の
後
に
実
相
院
を
継
承
し
た
の
は
、
鷹
司
家
出
身
の
増
基
で
あ
る
。
増

基
は
増
忠
に
入
室
し
、
聖
護
院
覚
助
か
ら
伝
法
灌
頂
を
授
か
っ
た
。
増
基
に
つ

い
て
は
次
節
で
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
。

　
続
い
て
聖
護
院
と
常
住
院
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
鎌
倉
期
の
聖
護
院
と
常

住
院
に
つ
い
て
は
酒
井
彰
子
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
酒
井
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）

の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
て
い
く
。

　
聖
護
院
は
一
二
世
紀
半
ば
こ
ろ
の
覚
忠
の
代
に
増
誉
の
白
河
房
の
中
に
創
建

さ
れ
た
寺
門
派
の
門
跡
寺
院
で
、
覚
忠
の
後
は
後
白
河
院
息
の
静
恵
、
近
衛
基

通
息
の
円
忠
・
静
忠
と
相
承
さ
れ
た
（
表
2
参
照
）
。

　
静
忠
の
後
に
聖
護
院
を
相
承
し
た
の
は
、
後
嵯
峨
院
の
息
で
あ
る
覚
助
で
あ

る
。
覚
助
は
聖
護
院
静
忠
に
入
室
し
、
文
永
三
年
（
＝
一
六
六
）
仙
朝
僧
正
か

ら
伝
法
灌
頂
を
授
か
っ
た
。
先
に
触
れ
た
実
相
院
静
誉
は
弟
弟
子
に
あ
た
る
。

元
亨
元
年
（
＝
三
＝
）
に
は
熊
野
三
山
検
校
職
に
も
補
任
さ
れ
た
。
ま
た
、

亀
山
天
皇
・
後
宇
多
天
皇
・
伏
見
天
皇
・
後
二
条
天
皇
・
後
醍
醐
天
皇
の
護
持

僧
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
覚
寺
統
系
の
天
皇
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た

　
　
　
　
（
6
）

と
言
え
よ
う
。
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　　　　　　　　　　　　　　　　図1　近衛家・鷹司家系図

近衛基実・

近衛基通

　1
近衛家実

近衛（室町）兼基

　　　1
　実相院静基

聖護院静忠

近衛兼経　　　　　　鷹司兼平

近衛基平

近衛家基

近衛経平

近衛基嗣

　1
近衛道嗣

鷹司基忠　　　　実相院静誉

鷹司冬平　　　　実相院増基

　　　　　　実相院増忠

実相院静深

鷹司兼忠

鷹司冬経
　　1
実相院増仁

H－－Tr－－rコ
　　　　　　鷹司兼冬 鷹司基教

図2　血脈系図

　覚朝

静忠（聖）　　　　静基（実）

斌実，

仙朝（随心院）

　覚助（聖）　　　　実園（花）

　　1　　　ト＿
増基（実）

　1
増仁（実）

1
　　　　　　　　　　　　　良琉（常・実・如）
（凡例）

聖…聖護院、実…実相院、常…常住院

上…上乗院、花…花台院

定顕（花）

　1
清顕（上）

乗伊（上）

　　　　　　　経深（上）

　　　　　　　仁書（聖）

覚畳（聖）

範伊（上）

『伝法灌頂血脈譜』（『園城寺文書』7、2004年）

「実相院密教相承血脈」『実相院文書」（東京大学史料編纂所架蔵影写本）

た嫡た継二　あ2か息なよ覚流　醐
の弟゜　八　つ　　でっ
ででそ不歳　た照た上た聖がれ
ああの在で　　％覚乗゜護直死　の

をもとに作成

覚増（聖）

　
覚
助
に
は
大
覚
寺
統
の
亀
山
院
の
息
で

あ
る
順
助
と
尊
珍
、
持
明
院
統
の
伏
見
院

の
息
で
あ
る
恵
助
と
い
う
入
室
、
付
法
の

弟
子
が
お
り
、
こ
の
三
人
の
い
ず
れ
か
が

聖
護
院
を
継
承
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
覚
助
在
世
時
に
順

助
と
恵
助
は
早
世
し
、
ま
た
尊
珍
は
後
醍

　
天
皇
　
猶
子
と
な
り
正
中
の
変
に
関

わ
っ
た
こ
と
か
ら
捕
え
ら
れ
、
越
前
に
配

　
さ
去
し
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

　
助
接
伝
法
灌
頂
を
授
け
た
弟
子
に

　
る
　
　
院
継
承
は
途
絶
え
る
こ
と
と

　
　
　
　
そ
の
後
、
聖
護
院
は
花
園
院
の

　
　
　
　
院
清
顕
か
ら
伝
法
灌
頂
を
授

　
っ
　
　
誉
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
（
図

　
参
し
か
し
、
覚
誉
の
後
継
者
で

　
　
　
後
光
厳
院
の
息
で
あ
る
覚
増
が
明

徳
元
年
（
ニ
ニ
九
〇
）
十
一
月
一
九
日
に

　
　
　
　
早
世
し
た
た
め
、
聖
護
院
は
後

　
者
　
　
の
ま
ま
「
門
跡
無
主
」
と
な
っ

　
　
　
　
後
、
聖
護
院
は
常
住
院
良
鍮
の

　
　
　
　
る
道
意
が
継
承
し
、
再
興
さ
れ

　
　
　
　
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
聖
護
院
は
＝
二
世
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図3　九条家流関係系図
九条良経

九条道家　　　　　　　　　　　　常住院道慶

　　　　　　　　　　　　　　：ハ巨齢：1』＿

　　　　　　　　　　　　　　　巨
　　　　　　　　　　　　　　二条道平　　　　常住院良玲
　　　　　　　　　　　　　　二⊇良基

　　　　　　　　　　　　　　。一。。．

　　酒井彰子「中世園城寺の門跡と熊野三山検校職の相承一常住院から聖護院へ一」（『文化史学j四八、

　　一九九二年）掲載の「常住院並びに熊野三山検校職と九条・二条・一条家関係系図」をもとに、一部
　　改編した。

表2　聖護院歴代一覧

1：：一一：：Trr－一

名前 生没年（年齢） 入室 灌頂 灌頂年（年齢） 父 備考

覚忠
永久5年（1117）～
｡承元年（1177）、61歳

増智 覚猷 保延3年（1137）、21歳 藤原忠通

静恵
長寛2年（1167）～
嚼m3年（1203）、40歳

聖護院覚忠 真円 元暦元年（1184）、21歳 後白河院．

円忠
安徳4年（1180）～
ｶ暦元年（1234）、55歳

聖護院静恵 真円 建久8年（1197）、18歳 近衛基通 実相院

静忠
建久元年（1190）～

O長3年（1263）、74歳
聖護院円忠 覚朝 承元2年（1208）、19歳 近衛基通 実相院

覚助 建長2年（1250）～
囎垂R年（1336）、87歳 聖護院静忠 仙朝 文永3年（1266）、17歳 後嵯峨院

覚誉 元応2年（1320）～
i徳2年（1382）、63歳 聖護院覚助 上乗院清顕 暦応4年（1341）、22歳 花園院

覚増
貞治2年（1363）～
ｾ徳元年（1390）、28歳

聖護院覚誉 聖護院覚誉 康暦2年（1380）、18歳 後光厳院

紀
後
半
の
覚
助
の
代
か
ら
基
本
的
に
天
皇

家
の
子
息
が
入
寺
す
る
親
王
門
跡
と
し
て

相
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
し
か
し
、
覚
誉
の
死
去
に
よ
っ

て
鎌
倉
期
ま
で
の
聖
護
院
の
法
流
は
い
っ

た
ん
断
絶
し
、
一
四
世
紀
末
に
聖
護
院
は

常
住
院
良
玲
の
門
流
に
連
な
る
道
意
に

よ
っ
て
再
興
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
常
住
院
は
九
条
良
経
の
息
の
良
尊
に
始

ま
る
寺
門
派
の
門
跡
で
岡
崎
に
所
在
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
良
尊
は
承
元
三
年
二

二
〇
九
）
に
明
王
院
公
胤
か
ら
伝
法
灌
頂

を
授
か
り
、
園
城
寺
長
吏
、
平
等
院
執
印

な
ど
に
任
じ
ら
れ
、
後
堀
河
天
皇
・
四
条

天
皇
・
後
嵯
峨
天
皇
の
護
持
僧
を
務
め
、

寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
に
没
し
た
。
良

尊
の
没
後
、
常
住
院
は
弟
の
道
慶
、
九
条

道
家
息
の
行
昭
、
一
条
実
経
息
の
道
昭
・

良
慶
と
相
承
さ
れ
た
後
に
二
条
兼
基
息
の

良
鍮
へ
と
相
承
さ
れ
た
（
図
3
九
条
家
流

関
係
系
図
参
照
）
。

　
道
慶
は
兄
で
あ
る
良
尊
の
弟
子
と
な
り

常
住
院
を
相
承
す
る
と
と
も
に
、
四
条
天

皇
の
護
持
僧
を
務
め
た
が
、
甥
で
あ
る
九
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条
頼
経
に
従
っ
て
関
東
に
下
向
し
鎌
倉
で
活
動
し
隆
盛
を
誇
っ
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

九
条
頼
経
の
失
脚
に
よ
り
勢
力
を
失
い
、
鎌
倉
か
ら
京
都
へ
戻
っ
た
と
い
う
。

　
行
昭
は
九
条
道
家
の
息
で
、
公
縁
僧
正
か
ら
伝
法
灌
頂
を
授
か
っ
た
。
平
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

院
執
印
・
園
城
寺
長
吏
に
任
じ
ら
れ
、
熊
野
三
山
検
校
職
に
も
補
任
さ
れ
た
。

　
道
昭
は
一
条
家
経
の
息
で
常
住
院
行
昭
に
入
室
し
、
長
乗
僧
正
か
ら
伝
法
灌

頂
を
授
か
っ
た
。
園
城
寺
長
吏
に
任
じ
ら
れ
、
四
天
王
寺
別
当
職
、
熊
野
三
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

検
校
職
に
も
補
任
さ
れ
た
。
ま
た
、
後
伏
見
天
皇
・
花
園
天
皇
．
光
厳
天
皇
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

光
明
天
皇
の
護
持
僧
と
な
っ
て
い
る
。

　
良
慶
は
一
条
家
経
の
息
で
、
常
住
院
道
昭
に
入
室
し
、
元
応
二
年
（
＝
二
二

〇
）
に
寛
教
僧
正
か
ら
伝
法
灌
頂
を
授
か
っ
た
。
元
徳
三
年
（
＝
二
一
二
一
）
に

園
城
寺
長
吏
、
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
に
熊
野
三
山
検
校
職
に
補
さ
れ
、
崇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

光
天
皇
の
護
持
僧
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
常
住
院
は
九
条
家
流
の
摂
関
家
で
あ
る
九
条
家
．
二

条
家
・
一
条
家
の
子
息
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
る
門
跡
と
し
て
創
設
さ
れ
、
持
明

院
統
系
の
天
皇
の
護
持
僧
を
務
め
る
門
跡
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
常
住

院
は
熊
野
三
山
検
校
職
を
重
代
の
職
と
し
て
相
承
し
て
き
て
お
り
、
そ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

関
係
か
ら
験
者
の
門
流
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
実
相
院
は
近
衛
家
・
鷹
司
家
、
常
住
院

は
九
条
家
・
一
条
家
・
二
条
家
、
聖
護
院
は
天
皇
家
を
家
門
と
し
て
継
承
さ
れ

て
い
く
門
跡
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
継
承
関
係
に
あ
っ
た
。

　
法
流
関
係
で
は
、
聖
護
院
と
実
相
院
と
は
静
忠
と
増
忠
、
覚
助
と
増
基
の
よ

う
に
法
流
上
の
師
資
関
係
で
結
び
付
く
こ
と
も
あ
り
比
較
的
近
い
位
置
に
あ
っ

た
。
一
方
、
常
住
院
は
実
相
院
や
聖
護
院
と
は
関
わ
ら
ず
師
資
相
承
さ
れ
て
き

て
お
り
、
法
流
関
係
で
も
独
立
し
た
門
跡
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
実
相
院
増
基
・
増
仁
と
武
家
祈
禰

　
増
基
は
静
誉
の
跡
を
継
ぎ
実
相
院
を
相
承
し
た
。
こ
の
増
基
の
鎌
倉
で
の
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

動
に
つ
い
て
は
平
雅
行
氏
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
中
で
平
氏
は
増
基
に
つ
い
て
、

「
鎌
倉
最
末
期
に
お
け
る
寺
門
系
の
幕
府
僧
を
考
え
た
時
、
も
っ
と
も
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
」
人
物
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
前
節
と
重
複

す
る
部
分
も
あ
る
が
平
氏
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
、
増
基
の
鎌
倉
で
の
活
動

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
増
基
は
鷹
司
基
忠
の
息
で
あ
り
、
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
を
務
め
た
道
珍
の
弟
に

あ
た
る
。
大
叔
父
で
あ
る
実
相
院
増
忠
の
弟
子
と
な
り
、
叔
父
の
実
相
院
静
誉

が
早
世
し
た
た
め
若
く
し
て
実
相
院
門
跡
を
相
承
し
、
正
安
元
年
（
一
二
九

九
）
に
聖
護
院
門
跡
覚
助
か
ら
伝
法
灌
頂
を
授
か
っ
た
。
ま
た
、
道
珍
か
ら
も

南
瀧
院
を
譲
ら
れ
て
い
る
。
南
瀧
院
は
源
頼
朝
以
来
の
武
家
祈
薦
の
由
緒
を
持

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

つ
院
家
で
あ
っ
た
。

　
平
氏
は
増
基
の
鎌
倉
で
の
諸
職
は
不
明
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
増
基
が
将
軍

護
持
僧
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
平
氏
に
よ
る

と
増
基
が
鎌
倉
で
行
っ
た
祈
禧
の
う
ち
判
明
し
て
い
る
も
の
は
嘉
暦
二
年
二

三
二
七
）
十
月
の
変
異
祈
鳩
と
し
て
行
わ
れ
た
法
華
法
、
元
弘
元
年
（
一
三
三

一）

繻
氏
A
後
醍
醐
天
皇
の
挙
兵
を
受
け
て
行
わ
れ
た
尊
星
王
法
の
二
回
だ
け

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
祈
薦
か
ら
鎌
倉
に
お
け
る
増
基
の
重
要
性
が
窺
え
る
と

い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
増
基
が
修
し
た
法
華
法
、
尊
星
王
法
が
い
ず
れ

も
寺
門
派
の
大
法
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
く
に
尊
星
王
法
は
勤
修
に
勅
許
が
必
要

と
認
識
さ
れ
て
い
た
修
法
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
鎌
倉
幕
府
祈
幡
に
お
い
て
大
法

と
し
て
勤
修
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
尊
星
王
法
お
よ
び
尊
星
王
と
は
、
一
〇
世
紀
末
の
寺
門
派
と
山
門
派
の
対
立
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を
背
景
に
、
山
門
派
の
大
法
で
あ
る
熾
盛
光
法
に
対
抗
す
べ
く
案
出
さ
れ
た
寺

門
派
独
自
の
修
法
と
そ
の
本
尊
で
あ
り
、
院
政
期
に
院
権
力
と
結
び
つ
き
尊
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

王
法
の
秘
伝
化
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
王
権
と
密
接
に
結
び
付
い

た
修
法
で
あ
る
尊
星
王
法
を
増
基
が
鎌
倉
幕
府
祈
薦
で
勤
修
し
て
い
る
点
は
見

逃
せ
な
い
。

　
鎌
倉
時
代
後
期
は
鎌
倉
で
の
密
教
祈
禧
の
質
的
充
実
が
図
ら
れ
た
時
代
で
あ

り
、
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
増
基
が
寺
門
派
門
跡
の
中
核
と
し
て
鎌
倉
幕
府
祈

薦
に
参
画
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
る
。

　
そ
し
て
鎌
倉
幕
府
崩
壊
後
は
帰
洛
し
、
室
町
幕
府
が
成
立
す
る
と
武
家
護
持

僧
と
な
り
、
貞
和
二
年
九
月
の
武
家
五
壇
法
で
は
中
壇
を
務
め
、
ま
た
貞
和
四

年
に
は
武
家
祈
薦
と
し
て
尊
星
王
法
を
勤
修
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
幕
府
祈
幡
に
功
績
の
あ
っ
た
旧
幕
府
僧
で
あ
る
増
基
は
、

室
町
幕
府
の
下
で
引
き
続
き
武
家
護
持
僧
に
登
用
さ
れ
、
武
家
祈
薦
に
参
画
し

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

「
武
家
護
持
僧
一
臆
」
と
し
て
そ
の
中
核
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

　
増
基
は
観
応
三
年
（
＝
二
五
二
）
七
月
に
死
去
す
る
。
そ
の
後
の
実
相
院
の

継
承
に
つ
い
て
平
氏
は
「
実
相
院
の
継
承
者
で
あ
っ
た
増
覚
大
僧
正
（
一
二
入

二
～
＝
二
四
三
）
が
先
に
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
増
基
は
死
に
際
し
て
実
相

院
門
跡
を
増
真
に
譲
り
、
道
珍
か
ら
相
承
し
た
南
瀧
院
を
増
仁
に
譲
っ
た
。
し

か
し
、
実
際
に
は
増
仁
が
い
ず
れ
も
領
掌
し
、
増
真
は
相
続
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
観
応
の
擾
乱
で
増
基
が
直
義
方
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
増
仁
は
尊

氏
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
門
跡
相
承
に
影
響
し
、
増
基
の
譲
状
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
平
氏
は
観
応
年
間
の
実

相
院
の
相
承
に
つ
い
て
、
増
基
か
ら
増
真
へ
譲
与
さ
れ
た
も
の
の
、
観
応
の
擾

乱
時
の
増
基
の
離
反
に
よ
り
増
真
へ
の
譲
り
が
否
定
さ
れ
、
新
た
に
増
仁
が
継

承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
平
氏
が
根
拠
と
し
た
の
は
『
三
井
続
燈
記
』
の
「
文
和
元
年
七
月
、
増
基
入

寂
之
日
、
譲
室
於
増
真
」
と
い
う
記
事
と
次
に
掲
げ
た
『
観
応
二
年
日
次
記
』

の
記
事
お
よ
び
観
応
三
年
九
月
の
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
と
思
わ
れ
る
。

　
【
史
料
1
】
　
『
観
応
二
年
日
次
記
』
観
応
二
年
一
月
二
八
日
剰

　
　
廿
八
日
　
降
雨

　
　
　
六
条
八
幡
宮
別
当
職
事
、
守
先
例
可
令
執
務
給
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
ロ
き
　

　
　
観
応
二
年
正
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恵
禅

　
　
　
実
相
院
新
僧
正
御
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
【
史
料
2
】
　
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書

　
　
実
相
院
僧
正
坊
増
基
門
跡
事
、
譲
附
之
由
承
≡
6
6
、
可
存
其
旨
之
状
如
件
、

　
　
　
　
観
応
三
年
九
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尊
氏
（
花
押
）

　
　
　
　
　
（
増
　
仁
　
）

　
　
　
　
　
南
瀧
院
僧
正
御
房

　
【
史
料
1
】
は
足
利
直
義
が
「
実
相
院
新
僧
正
御
房
」
を
京
都
の
六
条
八
幡

若
宮
別
当
職
に
補
任
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。　

平
氏
は
『
三
井
続
燈
記
』
の
記
事
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
【
史
料
1
】
の
宛
所

で
あ
る
「
実
相
院
新
僧
正
御
房
」
を
増
真
に
比
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
後
【
史
料
2
】
で
増
仁
に
実
相
院
の
相
承
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

観
応
二
年
段
階
で
の
増
真
の
実
相
院
相
承
が
否
定
さ
れ
た
と
捉
え
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　
【
史
料
2
】
か
ら
確
か
に
観
応
三
年
九
月
の
時
点
で
実
相
院
門
跡
が
増
仁
に

相
承
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
相
院
が
増
基
か
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ら
増
真
へ
譲
与
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
譲
状
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
増
基
が

直
義
方
と
し
て
活
動
し
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
平
説
に
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
増
真
は
近
衛
家
の
子
息
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
園
城
寺
伝
法

灌
頂
血
脈
鑑
．
な
ど
の
法
流
相
承
を
記
し
た
系
譜
史
料
あ
る
い
は
『
葦
分

豚
』
な
ど
の
系
図
史
料
か
ら
は
増
基
の
弟
子
と
し
て
増
真
な
る
人
物
が
い
た
こ

と
や
増
真
の
出
自
を
示
す
内
容
が
見
当
た
ら
ず
、
不
明
な
点
が
多
い
。
ま
た
、

観
応
の
擾
乱
の
際
に
増
基
が
直
義
方
と
し
て
祈
薦
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
増
基
の
譲
状
が
否
定
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
徴

証
は
な
い
。

　
『
三
井
続
燈
記
』
は
文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
園

城
寺
の
寺
誌
で
あ
り
、
さ
ほ
ど
時
代
を
下
っ
た
も
の
で
な
い
と
は
い
え
後
世
の

編
纂
物
で
あ
る
点
に
は
注
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
相
院
の
相
承
関
係
に
つ

い
て
は
同
時
代
史
料
か
ら
跡
付
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
と
、
増
基
が
死
去
す
る
以
前
に
実
相
院
を
継
承

し
て
い
た
「
実
相
院
新
僧
正
」
な
る
人
物
が
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ

の
人
物
は
近
衛
基
嗣
の
弟
で
あ
る
静
深
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
『
三
井
続
燈
記
』
が
記
す
よ
う
に
、
増
基
ー
増
真
ー
増
仁
と
い
う

形
で
実
相
院
が
相
承
さ
れ
た
と
は
見
倣
し
難
い
。
『
三
井
続
燈
記
』
の
記
事
は

誤
り
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
正
確
さ
に
欠
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

る
。
実
際
の
実
相
院
の
相
承
関
係
は
も
う
少
し
複
雑
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。

　
で
は
同
時
代
史
料
か
ら
増
基
死
去
直
前
の
実
相
院
の
展
開
を
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
【
史
料
3
】
　
『
園
太
暦
」
観
応
元
年
一
二
月
二
六
日
条

　
　
人
々
向
兵
衛
督
入
道
許
事

　
　
十
二
月
廿
六
日
天
陰
、
房
仙
僧
正
来
、
世
上
之
事
談
之
、
就
中
実
相
院
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
足
利
直
義
）
　
　
　
　
（
近
衛
基
嗣
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弟
）

　
　
僧
正
静
深
被
向
兵
衛
督
入
道
許
、
近
衛
前
関
白
弟
、
増
基
僧
正
附
慶
也
、

　
　
而
已
及
此
企
、
不
可
説
之
由
談
之
、
就
中
六
條
少
将
輔
氏
、
吉
田
侍
従
守

　
　
房
同
向
之
、
又
親
口
水
・
刑
部
少
輔
貞
有
、
去
九
日
向
之
、
其
外
武
士
数

　
　
輩
有
其
聞
、
以
外
事
云
々
、

　
こ
れ
に
先
立
つ
十
月
、
高
師
直
と
の
対
立
か
ら
隠
退
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た

足
利
直
義
が
京
都
か
ら
脱
出
し
、
翌
十
一
月
に
は
直
義
が
師
直
討
伐
の
た
め
の

兵
を
募
り
挙
兵
す
る
、
い
わ
ゆ
る
観
応
の
擾
乱
が
勃
発
す
る
。
【
史
料
3
】
は

こ
の
時
京
都
を
離
れ
、
足
利
直
義
と
行
動
を
共
に
し
た
人
物
に
つ
い
て
記
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
「
実
相
院
新
僧
正
静
深
」
な
る
人
物
が
い
た
こ
と
、

そ
の
人
物
は
近
衛
基
嗣
の
弟
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
増
基
が
没

す
る
以
前
か
ら
、
実
相
院
を
名
乗
り
、
「
新
僧
正
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
こ
の
静
深
こ
そ
増
基
の
後
継
者
と
し
て
実
相
院
を
相
承
し
た
人
物

と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
静
深
は
観
応
の
擾
乱
に
際
し
て
足
利

直
義
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
義
に
奉
公
す
る
僧
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

　
ま
た
、
観
応
二
年
に
一
時
的
に
京
都
を
制
圧
し
た
足
利
直
義
は
三
宝
院
賢
俊

を
六
條
八
幡
若
宮
別
当
職
か
ら
解
任
し
、
同
職
を
「
実
相
院
新
僧
正
」
静
深
に

対
し
て
安
堵
し
た
（
前
掲
【
史
料
1
】
）
。
こ
う
し
た
直
義
の
補
任
に
対
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

「
東
寺
一
流
外
無
例
」
と
し
て
反
発
が
出
て
い
る
。
大
田
氏
に
よ
れ
ば
、
六
條

八
幡
は
鎌
倉
幕
府
の
在
京
拠
点
で
あ
り
、
同
所
を
管
轄
す
る
こ
と
は
鎌
倉
幕
府

の
宗
教
拠
点
を
継
承
し
、
初
期
室
町
幕
府
の
正
統
性
を
補
強
す
る
意
義
を
有
し

　
　
　
（
2
2
）

た
と
い
う
。
そ
う
し
た
宗
教
施
設
を
実
相
院
静
深
に
管
領
さ
せ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
足
利
直
義
と
実
相
院
静
深
は
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
観
応
の
擾
乱
以
後
の
静
深
の
動
向
に
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
く
不
明
で
あ
る
。



46

し
か
し
、
前
掲
【
史
料
2
】
の
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

観
応
の
擾
乱
の
戦
後
処
理
の
一
環
と
し
て
実
相
院
門
跡
の
地
位
を
追
わ
れ
た
か
、

あ
る
い
は
観
応
年
間
に
亡
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
実
相
院

は
増
仁
に
相
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
時
代
史

料
に
拠
れ
ば
こ
の
時
点
で
実
相
院
は
増
基
ー
静
深
ー
増
仁
と
い
う
形
で
相
承
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
増
仁
の
実
相
院
相
承
は
増
基
の
譲
状
が
否
定
さ
れ
た
結
果
で
は
な
く
、
観
応

の
擾
乱
に
お
い
て
増
仁
が
尊
氏
方
、
静
深
が
直
義
方
と
し
て
活
動
し
た
結
果
と

し
て
起
こ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
尊
氏
に
従
っ
た

増
仁
が
新
た
に
実
相
院
門
跡
を
相
承
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
次
に
増
仁
の
事
績
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

　
増
仁
は
鷹
司
冬
経
の
息
で
鷹
司
基
忠
の
猶
子
と
な
り
、
正
中
元
年
（
＝
二
二

四
）
に
増
基
か
ら
伝
法
灌
頂
を
授
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
観
応
三
年
に
増
「

基
か
ら
南
瀧
院
相
承
を
認
め
る
旨
の
譲
状
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
そ

れ
以
前
か
ら
南
瀧
院
住
持
と
し
て
活
動
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
増
仁
の
武
家
祈
縞
へ
の
関
わ
り
は
早
く
貞
和
二
年
（
＝
二
四
六
）
に
武
家
が

初
め
て
五
壇
法
を
修
し
た
際
に
、
寺
門
派
と
し
て
実
相
院
増
基
と
南
瀧
院
増
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

が
参
勤
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
時
、
五
壇
法
を
行
っ
た
五
人
の
僧
は

い
ず
れ
も
武
家
護
持
僧
で
あ
っ
た
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
増
仁
も
武

家
護
持
僧
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
観
応
元
年
の
武
家
五
壇
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

で
は
増
基
が
中
壇
、
増
仁
が
軍
茶
利
壇
を
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
寺
門

派
僧
と
し
て
武
家
護
持
僧
と
な
っ
て
い
る
の
は
増
基
と
増
仁
の
み
で
あ
る
こ
と
、

当
該
期
の
武
家
祈
薦
が
武
家
護
持
僧
を
動
員
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮

す
る
な
ら
ば
、
武
家
お
よ
び
武
家
祈
薦
と
の
関
係
に
お
い
て
寺
門
派
で
は
増
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

門
流
が
卓
越
し
た
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
そ
し
て
、
増
仁
は
観
応
三
年
の
武
家
五
壇
法
で
は
降
三
世
法
を
修
し
て
い
る
。

一
方
、
増
基
は
こ
の
時
の
五
壇
法
か
ら
外
さ
れ
、
新
た
に
寺
門
派
僧
と
し
て
上

乗
院
清
顕
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
五
壇
法
も
護
持
僧
を
動
員
し
て
行
わ

れ
て
い
る
の
で
、
増
基
は
護
持
僧
か
ら
外
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
増
基
が

護
持
僧
か
ら
外
さ
れ
た
の
は
観
応
の
擾
乱
時
に
直
義
方
に
付
い
た
こ
と
に
よ
る

処
分
で
あ
ろ
う
。

　
増
仁
は
観
応
三
年
以
降
も
武
家
五
壇
法
で
中
壇
を
務
め
る
な
ど
寺
門
派
門
跡

の
中
心
的
立
場
で
武
家
祈
蒋
に
参
勤
し
て
い
る
。
増
仁
は
実
相
院
や
南
瀧
院
と

い
っ
た
鎌
倉
幕
府
祈
祷
の
由
緒
を
持
つ
門
跡
を
受
け
継
ぐ
存
在
、
す
な
わ
ち
旧

幕
府
僧
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
存
在
と
し
て
初
期
室
町
幕
府
の
武
家
祈
禧
に
編
成

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
増
仁
が
実
相
院
門
跡
と
な
っ
て
以
降
の
実
相
院
の
展
開
を
検
討
し
て
み

た
い
。
前
掲
【
史
料
2
】
の
よ
う
に
観
応
三
年
（
文
和
元
年
）
九
月
に
実
相
院

を
相
承
し
た
増
仁
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
実
相
院
の
継
承
関
係
は
や
や
複
雑
な

様
相
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
〉

　
【
史
料
4
】
　
後
光
厳
天
皇
輪
旨

　
　
実
相
院
門
跡
井
所
領
等
事
、
任
増
基
僧
正
置
文
之
旨
、
増
真
僧
都
管
領
不

　
　
可
有
相
違
者
、
天
気
如
此
、
伍
言
上
如
件
、
忠
光
誠
恐
謹
言
、

　
　
　
　
文
和
二
年
二
月
十
日
　
　
左
兵
衛
権
佐
（
花
押
）
奉

　
　
　
　
　
　
（
増
　
仁
　
）

　
　
　
進
上
　
南
瀧
院
僧
正
御
房

　
こ
れ
は
文
和
二
年
（
＝
二
五
三
）
に
増
仁
に
対
し
て
出
さ
れ
た
後
光
厳
天
皇

の
論
旨
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
増
真
僧
都
な
る
人
物
に
実
相
院
の
管
領
を
認
め
た

旨
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
増
基
の
置
文
に
依
拠
し
た
措
置
で
あ
る
と
い
う
。
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先
述
し
た
『
三
井
続
燈
記
』
に
見
ら
れ
る
「
文
和
元
年
七
月
、
増
基
入
寂
之

日
、
譲
室
於
増
真
」
と
あ
る
増
真
と
は
、
こ
こ
に
現
れ
る
「
増
真
僧
都
」
と
同

一
人
物
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
増
真
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
記

述
し
た
史
料
は
極
め
て
少
な
く
、
ま
た
情
報
も
錯
綜
し
て
お
り
不
明
な
点
が
多

い
。

　
増
仁
と
増
真
の
関
係
に
つ
い
て
先
掲
【
史
料
4
】
が
増
仁
に
宛
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
推
し
て
考
え
る
と
、
増
仁
は
増
真
の
後
見
人
的
立
場
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
『
三
井
続
燈
記
』
に
「
文
和
三
年
四
月
、
増
仁

　
　
　
　
　
　
　
（
馨

退
増
真
、
領
実
相
院
」
と
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。
さ
ら
に
、
「
延
文
元
年
四
月
、
猶
有
増
真
増
仁
之
謹
」
と
あ
り
、
同
年

（
＝
二
五
六
）
五
月
に
は
再
び
増
仁
に
実
相
院
門
跡
の
管
領
を
認
め
る
足
利
尊

氏
の
御
判
御
教
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
【
史
料
5
】
　
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書

　
　
実
相
院
門
跡
事
、
可
令
管
領
之
由
、
輪
旨
井
置
文
等
加
一
見
候
託
、
可
存

　
　
其
旨
之
状
如
件
、

　
　
　
　
延
文
元
年
五
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尊
氏
（
花
押
）

　
　
　
　
　
（
増
　
仁
　
）

　
　
　
　
　
南
瀧
院
僧
正
御
坊

　
こ
こ
に
「
論
旨
井
置
文
等
加
一
見
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
【
史
料
4
】
の

輪
旨
は
否
定
さ
れ
、
新
た
に
増
仁
に
実
相
院
門
跡
管
領
を
認
め
る
輪
旨
が
出
さ

れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
置
文
と
は
【
史
料
4
】
に
あ
っ
た
「
増
基

僧
正
置
文
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
増
仁
へ
の
実
相
院
相
承
安
堵
が
増
基
の
置

文
を
根
拠
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
詳
し
い
事
情
は
不
明
だ
が
一
旦
は
実
相
院
後
継
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
増
真

は
、
°
そ
の
後
ま
も
な
く
後
見
人
と
な
る
べ
き
増
仁
と
対
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

両
者
の
対
立
は
朝
廷
と
幕
府
を
巻
き
込
み
、
最
終
的
に
増
真
は
門
跡
を
改
替
さ

れ
、
再
び
実
相
院
は
増
仁
が
管
領
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
増
仁
と
対
立
し
た
増
真
と
は
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
注
目
し
た
い
の
が
、
次
に
掲
げ
る
【
史
料
6
】
に
見
ら
れ
る
応
安
元
年
二

三
六
八
）
増
仁
の
死
去
直
前
の
実
相
院
の
相
承
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
【
史
料
6
】
　
『
愚
管
記
』
応
安
元
年
六
月
七
日
条

　
　
六
月
七
日
、
丙
午
、
晴
、
実
相
院
門
跡
事
、
増
仁
僧
正
所
労
危
急
之
間
、

　
　
　
　
　
　
譲
与
常
住
院
良
玲
僧
正
、
申
安
堵
勅
裁
云
々
、
此
事
僧
正
増

　
　
　
　
　
　
　
仁
談
合
之
間
、
依
有
存
旨
無
左
右
許
諾
了
、
以
家
門
若
公
可

　
　
　
　
　
　
令
相
続
之
旨
、
増
仁
良
玲
両
僧
正
出
状
畢
、

　
こ
の
史
料
か
ら
増
仁
の
「
所
労
危
急
」
に
際
し
て
、
増
仁
と
常
住
院
良
楡
が

相
談
し
良
鍮
に
実
相
院
門
跡
を
譲
与
す
る
こ
と
を
決
め
「
安
堵
勅
裁
」
を
申
請

し
た
こ
と
、
常
住
院
良
鍮
へ
の
実
相
院
相
承
に
あ
た
っ
て
、
日
記
の
記
主
で
あ

る
近
衛
道
嗣
の
許
可
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
良
玲
の
次
は
「
以
家
門
若
公
可
令

相
続
」
こ
と
を
増
仁
・
良
鍮
が
約
束
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
こ
で
は
と
く
に
後
半
部
分
の
実
相
院
相
承
に
つ
い
て
近
衛
道
嗣
に
相
談
し
、

良
喩
の
次
は
近
衛
家
の
子
息
に
実
相
院
を
相
承
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る

点
に
注
目
し
た
い
。
近
衛
道
嗣
に
対
し
て
こ
う
し
た
相
談
や
約
束
を
し
て
い
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
来
は
増
仁
の
次
は
近
衛
家
の
子
弟
に
実
相
院
を
継
承
さ

せ
る
予
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
相
院
は
近
衛
家
・
鷹
司
家
の
子
弟
に

よ
っ
て
相
承
さ
れ
て
き
た
門
跡
で
あ
り
、
順
当
な
継
承
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

こ
の
時
実
相
院
を
継
承
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
子
弟
が
お
ら
ず
、
ま
た
増
仁
の

健
康
状
態
に
問
題
が
あ
っ
た
た
め
、
や
む
な
く
中
継
ぎ
と
し
て
常
住
院
良
鍮
へ

実
相
院
を
相
承
さ
せ
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
あ
る
。



鵠

　
こ
う
し
た
増
仁
の
後
継
者
を
め
ぐ
る
近
衛
道
嗣
と
の
や
り
と
り
を
踏
ま
え
る

な
ら
ば
、
文
和
二
年
に
実
相
院
の
管
領
を
認
め
ら
れ
た
「
増
真
僧
都
」
と
は
近

衛
家
の
子
息
（
近
衛
基
嗣
息
か
）
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
増

仁
は
増
真
が
成
長
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
法
流
を
預
か
り
後
見
役
と
な
る
こ
と

を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
増
真
は
増
仁
と
対
立
し
、

増
真
は
門
跡
か
ら
放
逐
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
、
実
相
院
は
後
継
者
不
在

の
ま
ま
増
仁
が
管
領
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
考
察
の
結
果
か
ら
得
ら
れ
た
実
相
院
の
相
承
順
を
ま
と
め
る
と
、

増
基
ー
静
深
ー
増
仁
ー
（
増
真
）
ー
増
仁
と
な
る
。
た
だ
し
、
増
真
の
実
相
院

管
領
を
認
め
た
文
和
二
年
の
【
史
料
4
】
と
翌
年
に
増
仁
・
増
真
の
間
に
争
い

が
あ
っ
た
と
す
る
『
三
井
続
灯
記
』
の
所
伝
と
を
勘
案
す
る
と
、
増
真
が
実
際

に
実
相
院
門
跡
と
し
て
活
働
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

　
こ
う
し
た
静
深
、
、
増
真
と
の
実
相
院
相
承
を
め
ぐ
る
一
連
の
経
緯
か
ら
考
え

て
み
る
と
、
増
仁
に
よ
る
実
相
院
相
承
は
既
定
路
線
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
観
応
の
擾
乱
な
ど
の
影
響
か
ら
門
跡
相
承
に
混
乱
が
生
じ
た
為
に
立
て
ら

れ
た
代
理
の
門
主
と
い
う
性
格
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　
増
仁
は
応
安
元
年
（
＝
二
六
八
）
六
月
＝
日
に
没
す
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
増
仁
は
死
に
臨
ん
で
、
実
相
院
と
南
瀧
院
を
常
住
院
良
鍮
に
預
け
置
く
こ
と

を
決
め
る
。
近
衛
家
・
鷹
司
家
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
て
き
た
実
相
院
が
二
条
家

出
身
の
良
瑞
に
相
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
寺
門
派

門
跡
の
相
承
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
章
を

改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

二
章
　
武
家
祈
禧
体
制
の
転
換
と
常
住
院
・
聖
護
院

1
　
常
住
院
良
楡
と
武
家
祈
禰

　
良
玲
は
二
条
兼
基
の
息
で
、
初
名
を
静
助
と
い
う
。
二
条
良
基
の
猶
子
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

な
っ
て
い
た
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

良
楡
の
活
動
時
期
は
二
条
良
基
が
家
長
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時
期
と
重
な
っ

て
お
り
、
良
基
が
後
見
人
と
し
て
支
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
良
鍮
は
貞
和
五
年
（
＝
二
四
九
）
に
増
仁
よ
り
伝
法
灌
頂
を
授
か
っ
た
。
し

か
し
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
増
仁
は
実
相
院
を
相
承
し

て
は
い
な
い
。
良
喩
は
増
仁
か
ら
如
意
寺
を
相
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
酒
井

氏
に
よ
れ
ば
如
意
寺
門
跡
は
鎌
倉
幕
府
か
ら
隆
弁
が
派
遣
さ
れ
再
興
し
、
以
後

二
条
家
と
鷹
司
家
の
子
息
が
入
室
す
る
門
跡
と
な
り
、
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
が
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

務
し
関
東
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た
と
い
う
。
如
意
寺
は
隆
弁
ー
道
玲
－
道
珍

ー
増
基
ー
増
仁
へ
と
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
良
喩
の
初
期
の
活
動
に
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
く
不
明
な
点
が
多
い
。
増
仁

か
ら
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
る
こ
と
や
初
名
を
静
助
と
し
て
い
る
点
か
ら
推
し

て
考
え
る
と
、
当
初
は
実
相
院
静
深
に
入
室
し
た
の
で
は
な
い
か
之
も
思
わ
れ

る
。
そ
の
後
、
常
住
院
良
慶
か
ら
付
法
を
受
け
、
常
住
院
を
相
承
す
る
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

に
名
を
良
鍮
と
改
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
常
住
院
は
九
条
家
流
の
一
条

家
．
二
条
家
・
九
条
家
の
子
弟
に
よ
つ
て
相
承
さ
れ
て
き
た
門
跡
で
あ
り
、
良

喩
の
常
住
院
相
承
は
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
順
当
な
相
承
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
良
喩
は
康
安
二
年
（
＝
二
六
二
）
に
後
光
厳
天
皇
の
護
持
僧
、
貞
治
二
年
、

応
安
三
年
、
明
徳
元
年
と
三
回
に
わ
た
っ
て
園
城
寺
長
吏
と
な
り
、
熊
野
三
山

．
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（
閲
）

検
校
、
天
王
寺
別
当
、
平
等
院
執
印
を
務
め
、
准
后
宣
下
を
受
け
た
。
そ
し
て
、

応
安
四
年
に
道
基
（
後
に
道
意
と
改
名
し
、
聖
護
院
を
再
興
）
に
伝
法
灌
頂
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

授
け
た
の
を
皮
切
り
に
、
・
二
一
二
人
に
伝
法
灌
頂
を
授
け
て
い
る
。
良
瑞
の
事
績

に
つ
い
て
『
三
井
続
燈
記
』
は
「
名
溢
天
下
、
徳
蓋
国
中
、
剰
長
修
験
之
道
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

「
且
護
大
師
之
仏
法
、
且
薦
公
武
之
安
泰
」
と
称
え
て
お
り
、
園
城
寺
の
歴
史

の
中
で
も
特
出
し
た
僧
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
『
三
井
続
燈
記
』
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
良
鍮
の
活
動
の
中
で
も

特
に
重
要
な
の
は
武
家
祈
薦
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
す
で
に
先
行
研
究
で
触
れ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
家
五
壇
法
に
お
い
て
良
喩
が
中
壇
勤
仕
回
数
で
他
門

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

跡
を
圧
倒
し
て
い
る
。
こ
れ
は
足
利
義
満
に
よ
っ
て
至
徳
元
年
（
＝
二
八
四
）

に
五
壇
法
の
担
当
壇
が
固
定
さ
れ
た
際
、
良
鍮
が
中
壇
を
任
さ
れ
た
こ
と
、
明

徳
二
年
（
＝
二
九
」
）
に
五
壇
阿
閣
梨
が
基
本
的
に
寺
門
派
僧
に
よ
っ
て
占
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錫
）

ら
れ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
良
喩
が
中
壇
を
勤
仕
す
る
こ
と
が

多
か
っ
た
の
は
、
義
満
に
よ
る
武
家
祈
禧
体
制
の
積
極
的
な
改
変
に
よ
っ
て
、

寺
門
派
の
良
玲
が
優
遇
さ
れ
た
結
果
の
反
映
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
で
は
こ
う
し
た
武
家
祈
薦
と
良
鍮
と
の
関
係
は
い
つ
ご
ろ
生
じ
た
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
良
楡
が
初
め
て
武
家
五
壇
法
に
参
仕
し
た
の
は
貞
治
四
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

三
六
五
）
で
あ
り
、
そ
の
時
良
鍮
は
中
壇
を
勤
仕
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
五
壇

法
阿
閣
梨
の
人
選
に
つ
い
て
『
五
大
成
』
に
は
「
今
度
五
壇
人
数
事
、
以
松
田

八
郎
左
衛
門
貞
秀
、
覚
雄
大
僧
正
被
申
合
之
間
、
被
計
申
了
」
と
あ
る
。
松
田

貞
秀
は
室
町
幕
府
の
奉
行
人
、
覚
雄
と
は
地
蔵
院
を
相
承
し
た
東
密
僧
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

当
時
護
持
僧
中
の
筆
頭
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
五
壇
阿
闇
梨
の

人
選
に
つ
い
て
武
家
護
持
僧
筆
頭
の
地
蔵
院
覚
雄
と
室
町
幕
府
奉
行
人
松
田
の

間
で
調
整
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
良
諭
の
起
用
は
室
町
殿
義
満
の
意

向
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
義
満
は
良
鍮
を
起
用

し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
良
鍮
の
師
に
あ
た
る
実
相
院
増
仁
も
武
家
祈
禧
に
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、
延

文
三
年
（
ニ
ニ
五
八
）
の
五
壇
法
で
中
壇
を
務
め
て
以
降
バ
五
壇
法
へ
の
参
勤

は
確
認
で
き
ず
、
そ
の
た
め
増
仁
と
良
鍮
が
共
に
武
家
五
壇
法
を
修
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
増
仁
が
増
基
と
共
に
武
家
祈
薦
へ
参
画
し
て
い
た
こ
と

と
比
べ
る
と
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
良
鍮
が
初
め
て
武
家
祈
嬬
に
参
仕
し
た

貞
治
四
年
の
段
階
で
は
、
良
鍮
は
実
相
院
を
相
承
し
て
は
い
な
い
点
に
も
注
意

し
た
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
良
鍮
が
武
家
祈
禧
に
起
用
さ
れ
た
背
景
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

て
増
仁
と
の
継
承
関
係
を
措
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
そ
こ
で
、
貞
治
四
年
以
前
の
良
楡
の
祈
薦
活
動
を
見
で
，
い
く
と
、
こ
れ
に
先

立
つ
康
安
二
年
（
貞
治
元
年
）
七
月
に
禁
中
に
お
い
て
六
字
法
を
修
し
て
い
る

　
　
　
　
　
⌒
4
2
）

こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
同
年
九
月
に
は
後
光
厳
天
皇
の
護
持
僧
と
な
っ
て

　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
‘

い
る
。
武
家
祈
蒋
と
は
関
わ
り
の
な
か
っ
た
良
鍮
で
あ
る
が
、
公
家
祈
禧
に
お

い
て
は
起
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
良
楡
以
前
の
歴
代
常
住
院
門
跡
も
天
皇
護
持
僧
を
多
く
務
め
て
い
る

こ
と
は
第
一
章
1
節
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
観
応
元
年
一
二
月
九

日
に
は
常
住
院
道
昭
が
仙
洞
に
お
い
て
不
動
法
を
修
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

き
、
常
住
院
と
公
家
祈
縞
と
の
関
係
は
深
い
。

　
近
年
の
武
家
祈
薦
研
究
で
は
一
四
世
紀
後
半
に
武
家
祈
禧
体
制
の
構
造
が
転

換
し
、
武
家
護
持
僧
を
中
心
と
し
た
祈
薦
体
制
か
ら
諸
門
跡
を
編
成
し
て
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
＞

門
跡
祈
薦
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
良
鍮
が
武
家
祈
薦

に
起
用
さ
れ
た
時
期
は
こ
う
し
た
武
家
祈
禧
体
制
の
転
換
期
と
同
時
期
の
現
象

で
あ
り
、
ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
良
楡
の
起
用
自
体
が
義
満
の
意
向
に
よ
る
も
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の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
良
鍮
の
起
用
は
武
家
祈
薦
体
制
の
転
換
と
密
接

な
関
係
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
武
家
祈
薦
体
制
の
転
換
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
室
町
殿
と
護

持
僧
と
い
う
私
的
な
関
係
に
基
づ
く
編
成
か
ら
、
こ
う
し
た
関
係
に
拠
ら
ず
寺

門
・
山
門
・
東
密
の
諸
門
跡
を
編
成
す
る
体
制
へ
の
転
換
と
解
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
転
換
の
中
で
公
家
祈
薦
に
実
績
が
あ
り
、
か
つ
持
明
院
統
系
の

天
皇
護
持
僧
で
あ
っ
た
常
住
院
の
良
楡
が
寺
門
派
門
跡
の
中
核
と
し
て
義
満
に

よ
っ
て
新
た
に
起
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
良
楡
に
よ
る
寺
門
派
門
跡
の
再
編
と
聖
護
院

　
良
鍮
は
応
安
元
年
（
＝
二
六
八
）
五
月
六
日
に
増
仁
よ
り
南
瀧
院
、
同
年
六

月
七
日
に
実
相
院
を
相
承
し
た
（
前
掲
【
史
料
6
】
）
。
増
仁
は
同
年
六
月
一
二

日
に
死
去
し
て
お
り
、
前
掲
【
史
料
6
】
に
も
「
増
仁
僧
正
所
労
危
急
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
死
を
目
前
に
急
遽
実
相
院
の
相
承
が
行
わ
れ
た
。
増
仁
か
ら
良

玲
へ
の
実
相
院
相
承
は
、
一
旦
は
正
統
な
実
相
院
後
継
者
に
定
め
ら
れ
た
増
真

が
門
流
の
内
部
対
立
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
近
衛
家
子
弟

が
不
在
で
あ
っ
た
と
い
う
異
例
の
事
態
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
近
衛
家
・
鷹
司
家
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
て
き
た
実
相
院
を
二
条
家
出

身
の
良
鍮
が
相
承
し
た
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
情
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
良
喩
に
よ
る
実
相
院
相
承
は
予
定
さ
れ
た
事
態
で
は
な
く
、
　
一
時

的
な
法
流
の
預
け
置
き
と
い
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
芭

そ
れ
は
南
瀧
院
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
後
継
者
の
不
在
と
い
う
事
情
か
ら
結
果
的
に
良
楡
は
実
相
院
と

南
瀧
院
を
相
承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
良
鍮
は
こ
れ
以
前
に
常
住
院
と
如
意
寺

を
相
承
し
て
い
た
の
で
、
合
わ
せ
て
常
住
院
・
如
意
寺
・
実
相
院
・
南
瀧
院
を

相
承
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
た
諸
門
跡
を
良
玲
が
一
手
に
管
領
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
偶
発
的
な
き
っ
か
け
に
よ
る
良
楡
の
諸
門
跡
管
領
と

い
う
事
態
は
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　
醍
醐
寺
報
恩
院
を
事
例
に
法
流
と
院
家
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
永
村
眞
氏

の
研
究
に
よ
る
と
、
法
流
は
付
法
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
存
続
す
る
と
と
も
に

継
承
さ
れ
る
法
流
に
は
強
弱
が
つ
け
ら
れ
、
正
嫡
・
末
資
と
い
う
階
層
性
が
形

成
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
院
家
と
は
住
僧
、
院
地
な
ど
の
空
間
、
荘
園
な
ど

の
経
済
的
基
盤
、
法
流
を
構
成
要
素
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
院
家
の
相
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承
と
は
こ
う
し
た
構
成
要
素
の
相
承
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
永
村
氏
の
研
究
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
良
玲
に
よ
る
諸
門
跡
の
相
承
と

は
、
こ
れ
ま
で
別
々
に
相
承
さ
れ
て
き
た
法
流
が
良
喩
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
で
は
こ
の
よ
う
に
良
喩
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
法
流
、
相
承
さ
れ
た
門
跡
は

そ
の
後
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
し
た

よ
う
に
良
喩
は
二
三
人
も
の
弟
子
に
伝
法
灌
頂
を
授
け
た
。
良
楡
は
こ
う
し
た

弟
子
た
ち
に
自
ち
の
相
承
し
た
門
跡
、
院
家
を
譲
与
し
て
い
く
。
こ
れ
は
良
鍮

に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
法
流
の
再
編
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
そ
こ

で
次
に
、
良
鍮
に
よ
る
法
流
の
再
編
の
状
況
を
見
て
い
く
。

　
良
鍮
の
嫡
弟
で
あ
り
、
同
じ
二
条
家
出
身
で
あ
っ
た
道
意
は
如
意
寺
、
実
相

院
を
相
承
し
た
後
に
聖
護
院
を
再
興
す
る
。
そ
し
て
常
住
院
は
道
尊
（
九
条
経

教
息
。
の
ち
に
尊
経
と
改
名
）
へ
、
南
瀧
院
は
道
淳
（
今
小
路
良
冬
息
、
二
条

良
基
猶
子
。
の
ち
に
増
珍
と
改
名
）
へ
と
相
承
さ
れ
た
。
な
お
、
道
意
の
聖
護
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院
再
興
に
伴
い
、
実
相
院
は
道
淳
へ
と
相
承
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
嫡
弟
で
あ
っ
た
道
意
が
常
住
院
を
相
承
す
る
の
で

は
な
く
、
聖
護
院
を
再
興
し
聖
護
院
門
跡
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
道
意
が

良
楡
の
嫡
弟
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
良
喩
門
流
の
み
を
編
成

し
て
行
わ
れ
た
明
徳
二
年
六
月
の
武
家
五
壇
法
に
お
い
て
、
良
玲
が
中
壇
を
、

そ
れ
に
次
ぐ
降
三
世
法
を
道
意
が
勤
仕
し
て
い
る
こ
と
、
応
永
二
年
（
＝
二
九

五
）
六
月
の
武
家
五
壇
法
に
お
い
て
道
意
が
初
め
て
中
壇
を
、
道
尊
、
道
淳
が

そ
れ
ぞ
れ
脇
檀
を
勤
め
た
際
に
、
「
依
師
匠
良
玲
老
屈
、
被
挙
申
」
た
こ
と
、
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4
8
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道
意
が
「
衆
僧
一
座
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
間
違
い
な
い
。
で
は

・
な
ぜ
、
嫡
弟
で
あ
る
道
意
は
聖
護
院
門
跡
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
酒
井
氏
は
、
聖
護
院
の
管
領
し
て
い
た
白
河
熊
野
社
の
権

益
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
方
、
花
尻
千
秋
氏
は
一
四
世
紀
後
半
に
起

き
た
良
喩
と
勘
解
由
小
路
仲
光
の
書
札
令
を
め
ぐ
る
相
論
か
ら
、
室
町
殿
権
力

と
結
び
つ
き
勢
力
を
拡
大
し
て
き
た
良
楡
の
実
際
の
地
位
と
門
跡
の
格
に
差
異

が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
高
い
格
式
の
門
跡
で
あ
る
聖
護
院
を
嫡

弟
道
意
に
相
承
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
不
釣
り
合
い
な
状
況
を
克
服
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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う
と
目
論
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　
確
か
に
両
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
権
益
や
門
跡
の
実
際
の
地
位
と
格
の
ズ
レ

と
い
う
問
題
も
道
意
に
よ
る
聖
護
院
再
興
の
背
景
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
一
四
世
紀
の
寺

門
派
門
跡
の
相
承
関
係
、
良
繍
に
よ
る
法
流
の
統
合
と
再
編
と
い
う
事
態
を
踏

ま
え
る
な
ら
ば
、
当
時
の
良
瑞
が
抱
え
て
い
た
よ
り
本
質
的
な
課
題
が
見
え
て

く
る
。
そ
れ
は
自
ら
が
相
承
し
た
法
流
を
い
か
に
嫡
弟
に
受
け
継
が
せ
、
他
の

弟
子
と
の
差
異
化
を
図
る
か
、
と
い
う
後
継
者
問
題
で
あ
り
、
法
流
の
再
編
と

表
裏
一
体
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　
良
鍮
が
相
承
し
た
常
住
院
は
九
条
家
流
の
摂
家
門
跡
で
あ
り
熊
野
三
山
検
校

職
を
重
代
職
と
し
、
験
者
を
輩
出
す
る
門
流
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、

実
相
院
、
南
瀧
院
は
近
衛
家
流
の
摂
家
門
跡
で
あ
り
鎌
倉
期
以
来
の
武
家
祈
薦

の
由
緒
と
実
績
を
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
多
様
な
性
格
と
由
緒
を
持
つ
門
跡

を
い
か
に
相
承
さ
せ
、
か
つ
良
鍮
門
下
の
中
で
嫡
弟
を
頂
点
と
し
た
階
層
性
を

形
成
さ
せ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
題
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
加
え
て
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
と
し
て
、
良
喩
が
相
承
し
た
実
相
院
と
南
瀧

院
は
あ
く
ま
で
も
預
け
置
き
と
い
う
性
格
が
強
く
、
近
衛
家
子
弟
へ
の
譲
与
を

約
束
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
相
院
と
南
瀧
院
は
二
条
家

に
よ
る
安
定
的
な
相
承
が
期
待
で
き
る
門
跡
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
当
初
良
喩
は
道
意
に
如
意
寺
、
実
相
院

と
相
承
さ
せ
た
後
に
、
最
終
的
に
常
住
院
を
相
承
さ
せ
る
予
定
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
道
意
が
聖
護
院
を
再
興
す
る
の
は
明
徳
二
年
（
＝
二
九
一
）
秋
ご
ろ
で
あ
っ

た
が
、
同
年
六
月
ま
で
道
意
は
実
相
院
を
管
領
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
他
の
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門
弟
が
常
住
院
を
相
承
し
て
は
い
な
い
。
道
意
は
こ
れ
に
先
立
つ
永
和
二
年

（
＝
二
七
六
）
に
常
住
院
の
重
代
職
で
あ
っ
た
熊
野
三
山
検
校
職
を
良
鍮
か
ら

　
　
　
　
　
（
5
1
）

譲
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
良
喩
は
い
ず
れ
常
住
院
を
道

意
に
相
承
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
門
跡
を
相
承
し
た
う

え
で
、
最
終
的
に
常
住
院
門
跡
と
な
る
こ
と
で
、
嫡
弟
と
し
て
の
道
意
の
優
位

性
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
予
期
せ
ず
聖
護
院
が

断
絶
し
「
門
跡
無
主
」
と
な
っ
た
た
め
、
急
遽
予
定
を
変
更
し
、
道
意
に
聖
護
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院
を
再
興
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
花
尻
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
聖
護
院
は
親
王
門
跡
で
あ
り
、
摂
家
門
跡
で
あ

る
常
住
院
や
実
相
院
に
比
べ
て
よ
り
高
い
格
式
を
誇
る
。
さ
ら
に
一
章
1
節
で

触
れ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
聖
護
院
と
実
相
院
は
師
資
関
係
に
あ
り
、
実
相
院
と

の
差
異
化
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
都
合
が
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
加
え
て
、
当
時
の
聖
護
院
に
は
寺
門
派
の
大
法
で
あ
る
尊
星
王
法
の
勤
修
に

関
す
る
言
説
が
流
布
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
康
安
元
年
（
＝
二
六
一
）
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覚
誉
）

の
『
後
愚
昧
記
』
の
中
に
「
自
今
夜
被
修
尊
星
王
法
、
阿
闇
梨
聖
護
院
宮
、
他

門
跡
此
法
曾
不
行
之
、
其
故
者
智
讃
大
師
入
唐
被
傳
授
此
法
之
外
、
他
門
更
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

傳
之
、
山
門
・
東
寺
等
更
不
知
此
法
云
々
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
か
つ
て
は

実
相
院
増
基
が
修
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
尊
星
王
法
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で

は
聖
護
院
門
跡
の
み
に
伝
わ
る
大
法
と
い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
な
お
、
聖
護
院
を
再
興
し
た
道
意
が
北
山
殿
大
法
な
ど
で
た
び
た
び
尊
星

王
法
を
勤
修
し
て
い
た
こ
と
は
『
兼
宣
公
記
』
な
ど
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が

　
　
（
5
3
）

で
き
る
。
聖
護
院
を
相
承
す
る
こ
と
は
尊
星
王
法
と
い
う
寺
門
派
の
大
法
と
の

由
緒
も
合
わ
せ
て
相
承
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
聖
護
院
は
良
喩
が
相
承
し
た
ど
の
門
跡
よ
り
も
格
の
高
い
門

跡
で
あ
り
、
か
つ
尊
星
王
法
と
の
由
緒
を
持
つ
門
跡
で
あ
っ
た
。
他
の
門
弟
と

の
差
異
化
と
い
う
点
に
お
い
て
こ
れ
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
門
跡
は
他
に
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
門
跡
無
主
」
の
状
態
を
再
興
し
た
の
で
、
道
意

以
後
の
聖
護
院
の
相
承
に
つ
い
て
も
良
喩
門
流
に
連
な
る
二
条
家
出
身
者
に
よ

る
相
承
を
期
待
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
意
に
よ
る
聖
護
院
の
再
興
と
は
、
良
鍮
門
流
の
後
継

者
問
題
を
解
決
し
、
聖
護
院
を
二
条
家
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
門
跡
と
し
て
生

ま
れ
変
わ
ら
せ
る
た
め
に
選
択
さ
れ
た
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
武
家
祈
薦
に
お
け
る
寺
門
派
門
跡
内
の
主
導
的
立
場
は
、
常
住
院
良

楡
か
ら
そ
の
跡
を
受
け
継
い
だ
聖
護
院
門
跡
道
意
に
引
き
継
が
れ
、
北
山
殿
大

法
や
一
五
世
紀
以
降
の
武
家
祈
薦
体
制
に
お
け
る
聖
護
院
門
跡
の
卓
越
し
た
立

場
の
基
礎
が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
こ
こ
ま
で
一
四
世
紀
に
お
け
る
武
家
祈
薦
と
の
関
係
か
ら
寺
門
派
門
跡
の
相

承
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
き
た
。

　
第
一
章
で
は
、
鎌
倉
末
期
～
一
四
世
紀
後
半
ま
で
の
実
相
院
の
相
承
関
係
と

武
家
祈
禧
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
観
応
の
擾
乱
や
門
跡
内
部
の

対
立
に
よ
り
門
跡
相
承
に
混
乱
が
あ
り
、
結
果
的
に
増
仁
が
実
相
院
を
相
承
し

た
こ
と
、
旧
幕
府
僧
の
系
譜
に
連
な
る
存
在
と
し
て
初
期
の
室
町
幕
府
武
家
祈

禧
に
参
仕
し
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
第
二
章
で
は
、
増
仁
に
代
わ
っ
て
武
家
祈
幡
に
参
画
し
た
常
住
院
良
楡
の
活

動
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
良
楡
と
武
家
祈
薦
と
の
関
わ
り
が
一

四
世
紀
後
半
の
武
家
祈
禧
政
策
の
改
変
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
、
二
条
家
出
身

の
良
鍮
が
実
相
院
を
相
承
し
た
の
は
後
継
者
不
在
と
い
う
状
況
に
規
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
偶
発
的
条
件
に
も
支
え
ら
れ
、
良
鍮
に
よ
る
寺

門
派
法
流
の
統
合
と
再
編
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う

え
で
、
良
鍮
嫡
弟
の
道
意
よ
る
聖
護
院
再
興
は
、
良
鍮
の
後
継
者
問
題
を
解
決

し
、
聖
護
院
を
二
条
家
に
よ
2
て
相
承
さ
れ
る
門
跡
と
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た

方
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
最
後
に
、
門
跡
側
に
と
っ
て
武
家
祈
橋
へ
編
成
さ
れ
る
こ
と
や
室
町
殿
権
力
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と
の
接
近
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
聖

護
院
道
意
の
死
去
直
前
の
相
承
を
め
ぐ
る
事
例
か
ら
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
聖
護
院
道
意
の
死
去
直
前
の
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
一
〇
月
の
『
満
済
准

后
日
記
』
に
は
「
今
朝
積
善
院
僧
正
良
讃
来
云
、
聖
護
院
自
去
夜
戌
終
程
、
俄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
満
意
）

大
事
以
外
御
髄
候
也
、
随
而
任
平
生
ノ
約
束
、
已
夜
前
奉
入
如
意
寺
了
、
御
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
預
）

跡
事
毎
事
無
為
様
可
領
申
沙
汰
、
（
中
略
）
次
当
如
意
寺
准
后
安
堵
事
可
申
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斑
）

云
々
、
予
返
答
、
條
々
承
了
」
と
あ
り
、
道
意
か
ら
嫡
弟
で
あ
る
如
意
寺
准
后

満
意
に
聖
護
院
と
熊
野
三
山
検
校
職
を
譲
与
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
室
町

殿
の
安
堵
を
申
請
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
同
年
＝
月
一
六
日

条
に
は
「
自
常
住
院
僧
正
方
、
以
使
者
顕
源
法
印
被
申
、
熊
野
三
山
検
校
職
任

理
運
可
望
申
入
、
便
宜
事
可
仰
扶
持
云
々
、
返
答
云
、
如
意
寺
准
后
相
続
安
堵

事
已
申
入
了
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
意
の
死
に
際
し
て
常
住
院
尊
経
も

熊
野
三
山
検
校
職
の
相
続
を
望
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
の
た
め
の
室
町
殿
へ
の
取

り
次
ぎ
を
満
済
に
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
良
玲
以
前
は
熊
野
三
山
検

校
職
は
常
住
院
の
重
代
職
で
あ
り
、
そ
う
し
た
由
緒
か
ら
尊
経
の
主
張
が
な
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
良
喩
ー
道
意
－
満
意
と
い
う
師
か
ら
の
譲
与
に
よ

る
相
承
と
い
う
動
き
に
対
し
て
、
常
住
院
の
重
代
職
と
し
て
相
承
し
て
い
こ
う

と
す
る
動
き
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
道
意
に
よ
る
聖
護
院
再
興
は
良
玲
門
流
の
嫡
弟
と
し
て
の
立
場
を
築
く
と
と

も
に
、
聖
護
院
を
二
条
家
に
よ
っ
て
相
承
し
て
い
く
た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
こ

と
を
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
聖
護
院
の
立
場
は
必
ず
し
も
安
定
し

た
も
の
で
は
な
く
良
硲
門
下
の
間
で
も
競
合
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の

で
あ
る
。
良
喩
お
よ
び
道
意
は
室
町
殿
権
力
を
後
ろ
盾
と
す
る
こ
と
で
、
こ
う

し
た
状
況
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
満
済

准
后
日
記
』
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
室
町
殿
か
ら
門
跡
相
承
や
熊
野
三

山
検
校
職
の
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
聖
護
院
の
安
定
的
な
相
承
を
企
図
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
一
四
世
紀
後
半
の
常
住
院
良
鍮
に
つ
い
て
法
流
相
承
と
武
家
祈
縞

の
関
係
か
ら
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
良
鍮
や
道
意
の
家
門
で
あ
る
二
条

家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
二
条
良
基

は
当
該
期
の
公
武
関
係
を
理
解
す
る
う
え
で
の
最
重
要
人
物
の
一
人
で
あ
り
、

良
鍮
の
武
家
祈
薦
で
の
重
用
も
こ
う
し
た
二
条
家
の
公
武
関
係
上
の
動
向
を
含

め
て
検
討
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
註

（
1
）
　
富
田
正
弘
「
室
町
時
代
に
お
け
る
祈
禧
と
公
武
統
一
政
権
」
（
日
本
史
研
究
会
史

料
研
究
部
会
編
『
中
世
日
本
の
歴
史
像
』
創
文
社
、
一
九
七
八
年
）
、
「
室
町
殿
と
天

皇
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
一
九
、
一
九
八
九
年
）
、
今
谷
明
『
室
町
の
王
権
』
（
中
公
新

書
、
一
九
九
〇
年
）
、
柳
原
敏
昭
「
廻
祈
薦
に
つ
い
て
」
（
『
東
北
中
世
史
研
究
会
会
報
』

　
六
、
一
九
九
三
年
）
、
森
茂
暁
「
五
壇
法
の
史
的
研
究
」
（
「
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』

　
三
九
、
一
九
九
四
年
）
、
高
橋
千
恵
「
室
町
初
期
の
『
修
法
』
」
（
今
谷
明
・
高
埜
利
彦

編
『
中
近
世
の
宗
教
と
国
家
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
）
、
上
野
進
「
室
町
幕
府
の

　
顕
密
寺
院
政
策
ー
祈
藤
政
策
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
佛
教
史
学
研
究
』
四
三
ー
一
、
二

　
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。

（
2
）
　
大
田
壮
一
郎
「
室
町
幕
府
宗
教
政
策
論
」
（
中
世
後
期
研
究
会
編
『
室
町
・
戦
国

　
期
研
究
を
読
み
な
お
す
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（
3
）
　
大
田
壮
一
郎
「
室
町
殿
の
宗
教
構
想
と
武
家
祈
幡
」
（
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
八
八
号
、

　
二
〇
〇
四
年
）
。

（
4
）
　
石
田
浩
子
「
南
北
朝
初
期
に
お
け
る
地
蔵
院
親
玄
流
と
武
家
護
持
」
（
『
日
本
史
研

　
究
』
五
四
三
、
二
〇
〇
七
年
）
。
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（
5
）
　
酒
井
彰
子
「
中
世
園
城
寺
の
門
跡
と
熊
野
三
山
検
校
職
の
相
承
ー
常
住
院
か
ら
聖

　
護
院
へ
ー
」
（
『
文
化
史
学
」
四
八
、
一
九
九
二
年
）
。
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り

　
本
稿
で
の
酒
井
氏
の
理
解
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
6
）
　
『
門
葉
記
」
「
長
日
如
意
輪
法
」
五
（
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
図
像
第
一
一
巻
）
。

（
7
）
　
平
雅
行
「
鎌
倉
寺
門
派
の
成
立
と
展
開
」
（
『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀

　
要
一
四
九
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
8
）
　
「
寺
門
伝
記
補
録
」
第
一
四
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
二
七
）
。

（
9
）
　
『
寺
門
伝
記
補
録
」
第
一
四
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
二
七
）
。

（
1
0
）
　
『
門
葉
記
』
「
長
日
如
意
輪
法
」
五
（
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
図
像
第
一
一
巻
）
。

（
1
1
）
　
『
寺
門
伝
記
補
録
」
第
一
四
（
大
日
本
仏
教
全
書
＝
一
七
）
、
『
門
葉
記
』
「
長
日
如

意
輪
法
」
五
。

（
1
2
）
　
徳
永
誓
子
「
熊
野
三
山
検
校
と
修
験
道
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
」
二
七
、
二
〇
〇

　
二
年
）
。

（
1
3
）
　
前
掲
註
（
7
）
平
論
文
。

（
1
4
）
　
た
だ
し
、
前
掲
註
（
7
）
平
論
文
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
南
瀧
院
と
鎌

倉
幕
府
祈
講
と
の
関
係
が
生
じ
た
の
は
増
基
な
い
し
は
そ
の
実
兄
で
あ
る
道
珍
の
代
で

　
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
5
）
　
津
田
徹
英
「
寺
門
の
尊
星
王
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
呂
d
o
り
同
巴
ζ
』
五
八
一
、
二
〇
〇

　
二
年
）
、
森
由
紀
恵
「
尊
星
王
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ー
院
権
力
・
平
氏
政
権
の
宗
教
政
策

再
論
に
向
け
て
ー
」
（
「
奈
良
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
年
報
」
一
五
、
一
九

九
九
年
）
。

（
1
6
）
　
『
貞
和
四
年
記
』
（
「
群
書
類
従
』
雑
部
）
。

（
1
7
）
　
『
観
応
二
年
日
次
記
』
（
『
続
群
書
類
従
』
雑
部
）
。

（
1
8
）
　
『
大
日
本
史
料
」
六
編
之
一
六
　
正
平
七
年
七
月
二
一
日
条
。
以
下
『
大
』
と
省

略
。

（
1
9
）
　
『
園
城
寺
文
書
」
七
（
二
〇
〇
四
年
）
。

（
⑳
）
　
『
大
』
六
編
之
一
四
　
観
応
元
年
＝
一
月
二
六
日
条
。

（
2
1
）
　
『
大
」
六
編
之
一
四
　
観
応
二
年
正
月
二
二
日
条
。

（
2
2
）
　
大
田
壮
一
郎
「
室
町
殿
と
宗
教
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五
九
五
、
二
〇
一
二
年
）
。

（
2
3
）
　
『
賢
俊
僧
正
日
記
」
貞
和
二
年
条
（
『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
紀
要
』
＝
一
、
一
九
九

　
二
年
）
。

（
勿
）
　
『
大
』
六
編
之
＝
二
　
観
応
元
年
六
月
一
九
日
条
。
ま
た
前
掲
註
（
4
）
石
田
論

　
文
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
五
壇
法
は
中
壇
を
頂
点
に
脇
壇
に
も
降
三
世
法
・
軍
茶

　
利
法
・
大
威
徳
法
・
金
剛
夜
叉
法
の
順
に
序
列
が
あ
り
、
供
料
な
ど
待
遇
に
差
異
が

　
あ
っ
た
。

（
2
5
）
管
見
の
限
り
で
は
静
深
が
武
家
祈
禧
に
参
加
し
て
い
た
徴
証
は
な
い
。
前
掲
註

　
（
4
）
石
田
論
文
に
よ
れ
ば
、
護
持
僧
集
団
内
で
は
腐
次
や
僧
官
位
に
基
づ
く
僧
侶
の

慣
習
に
沿
っ
て
序
列
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
観
応
元
年
段
階
で
「
新
僧

　
正
」
で
あ
っ
た
静
深
は
増
基
の
嫡
弟
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
年
ゆ
え
に
武
家
祈

薦
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
2
6
）
　
『
大
』
六
編
之
一
六
　
正
平
七
年
五
月
六
日
条
。

（
2
7
）
　
『
大
』
六
編
之
一
七
　
文
和
二
年
二
月
一
〇
日
条
「
実
相
院
文
書
」
。

（
銘
）
　
『
三
井
続
燈
記
』
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
＝
一
）
。

（
2
9
）
　
『
大
』
六
編
之
二
〇
　
延
文
元
年
五
月
二
五
日
条
「
実
相
院
文
書
」
。
な
お
、
同
趣

　
旨
の
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
も
出
さ
れ
て
い
る
。

（
3
0
）
　
『
大
』
六
編
之
二
九
　
応
安
元
年
六
月
一
一
日
条
。

（
3
1
）
　
『
門
葉
記
』
「
長
日
如
意
輪
法
」
五
（
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
図
像
第
＝
巻
）
に

　
「
良
途
僧
正
　
常
住
院
、
良
慶
僧
正
弟
子
、
二
条
太
閤
良
基
公
為
子
」
と
あ
る
。

（
3
2
）
　
前
掲
註
（
5
）
酒
井
論
文
。

（
3
3
）
前
掲
註
（
3
1
）
参
照
。

（
誕
）
　
『
門
葉
記
」
「
長
日
如
意
輪
法
」
五
（
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
図
像
第
一
一
巻
）
、

　
『
寺
門
伝
記
補
録
』
第
一
四
「
長
吏
高
僧
伝
」
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
二
七
）
、
『
華
頂
要

略
　
諸
門
跡
伝
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
）
。

（
3
5
）
　
前
掲
註
（
1
9
）
『
伝
法
灌
頂
血
脈
譜
」
。

（
3
6
）
　
『
三
井
続
燈
記
』
巻
三
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
＝
）
。

（
3
7
）
　
長
谷
川
賢
二
「
中
世
後
期
に
お
け
る
顕
密
寺
社
組
織
の
再
編
ー
修
験
道
本
山
派
の
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成
立
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
一
二
五
、
一
九
八
九
年
）
。

（
3
8
）
　
足
利
義
満
の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
1
）
上
野
論
文
お
よ
び
前
掲
註

　
（
3
）
大
田
論
文
を
参
照
。

（
3
9
）
　
「
五
大
成
」
下
（
『
柳
原
家
記
録
』
一
六
一
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写

　
本
）
、
「
大
』
六
編
之
二
六
　
貞
治
四
年
四
月
五
日
条
。
ま
た
武
家
五
壇
法
に
お
け
る
阿

閣
梨
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
1
）
上
野
論
文
所
収
の
表
を
参
照
。

（
⑳
）
　
地
蔵
院
覚
雄
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
4
）
石
田
論
文
参
照
。

（
4
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
聖
護
院
門
跡
と
「
門
下
」
ー
一
五
世
紀
を
中
心
に
ー
」

　
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
五
七
、
二
〇
一
〇
年
）
で
は
良
玲
が
武
家
祈
祷
で

　
重
用
さ
れ
た
理
由
を
「
鎌
倉
期
以
来
の
武
家
祈
禧
の
由
緒
を
受
け
継
ぐ
存
在
と
し
て
室

　
町
幕
府
の
祈
祷
に
お
い
て
起
用
さ
れ
た
」
と
説
明
し
た
が
、
本
稿
で
の
検
討
結
果
を
踏

ま
え
れ
ば
、
武
家
祈
傭
に
お
い
て
増
仁
と
良
楡
の
間
で
の
継
承
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、

　
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（
4
2
）
　
『
大
」
六
編
之
二
四
　
貞
治
元
年
七
月
一
九
日
条
。

（
鶴
）
　
『
門
葉
記
」
「
長
日
如
意
輪
法
」
五
（
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
図
像
第
一
一
巻
）
。

（
姐
）
　
『
門
葉
記
」
「
長
日
如
意
輪
法
」
五
（
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
図
像
第
一
一
巻
）
、

　
「
大
」
六
編
之
一
四
　
観
応
元
年
一
二
月
九
日
条
。

（
4
5
）
前
掲
註
（
3
）
大
田
論
文
。

（
4
6
）
　
南
瀧
院
の
相
承
に
つ
い
て
も
増
仁
か
ら
近
衛
道
嗣
に
相
談
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

　
（
『
大
』
六
編
之
二
九
　
応
安
元
年
五
月
六
日
条
）
。

（
7
4
）
　
永
村
眞
「
「
院
家
」
と
「
法
流
」
1
お
も
に
醍
醐
寺
報
恩
院
を
通
し
て
ー
」
（
稲
垣

　
栄
三
編
『
醍
醐
寺
の
密
教
と
社
会
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九
一
年
）
。

（
腿
）
　
『
五
大
成
」
下
（
「
柳
原
家
記
録
』
　
一
六
一
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写

　
本
）
、
『
大
』
七
編
之
二
　
応
永
二
年
六
月
九
日
条
。

（
灼
）
　
花
尻
千
秋
「
修
験
道
本
山
派
成
立
の
背
景
ー
室
町
期
奥
州
の
熊
野
先
達
と
熊
野
三

　
山
検
校
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
史
敏
」
六
、
二
〇
〇
九
年
）
。

（
5
0
）
　
『
五
大
成
」
下
（
『
柳
原
家
記
録
』
一
六
一
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写

本
）
。

（
5
1
）
　
「
大
」
六
編
之
四
六
　
永
和
二
年
二
月
三
〇
日
条
。

（
5
2
）
　
『
後
愚
昧
記
』
（
大
日
本
古
記
録
）
康
安
元
年
九
月
八
日
条
。

（
5
3
）
　
「
兼
宣
公
記
』
（
史
料
纂
集
本
）
「
北
山
殿
御
修
法
井
外
典
祭
奉
行
記
」
応
永
＝

年
正
月
条
な
ど
。

（
5
4
）
　
「
満
済
准
后
日
記
』
永
享
元
年
一
〇
月
一
五
日
条
。
な
お
こ
れ
に
先
立
つ
『
満
済

准
后
日
記
」
応
永
三
二
年
八
月
二
五
日
条
に
「
自
聖
護
院
以
忠
意
・
実
意
両
法
印
被
申

旨
在
之
、
依
腫
物
所
労
事
老
饅
芳
存
定
様
也
、
伍
門
跡
等
事
、
可
付
属
如
意
寺
准
后
旨
、

　
以
便
宜
安
堵
拝
領
様
可
申
沙
汰
云
々
」
と
あ
り
、
か
ね
て
か
ら
満
意
へ
の
聖
護
院
相
承

　
と
室
町
殿
へ
の
安
堵
申
請
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
若
手
研
究
B
）
お
よ
び

平
成
二
四
年
度
安
倍
能
成
記
念
学
術
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。


